
徳
島
県
訓
令
第
十
一
号

庁

中

一

般

各

総

合

県

民

局

１

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
施
行

の
際
現
に
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
に
補
せ
ら
れ
、
又
は
兼
ね
て
補
せ
ら
れ
て
い
る
職
員
は
、
別

に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
、
又
は
職
員
の
人
事
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
五
十
号
）
第

五
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
発
令
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
相
当
下
欄
に
掲
げ
る
職
に
補

せ
ら
れ
、
又
は
兼
ね
て
補
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

２

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
施
行
の
際
現
に
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
所

属
に
勤
務
又
は
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
職
員
（
前
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
は
、
別
に
辞
令

を
発
せ
ら
れ
、
又
は
職
員
の
人
事
取
扱
規
程
第
五
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
発
令
さ
れ
な
い
限
り
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
相
当
下
欄
に
掲
げ
る
所
属
に
勤
務
又
は
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

別
表
第
一

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
政
策
調
査
幹

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

政
策
調
査
幹

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
企
画
幹

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

企
画
幹
（
津
波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
次
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

次
長

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
課
長
補
佐
（
津

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
津
波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）
（

リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
課
長
補
佐
（
政

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

策
調
整
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
政
策
調
整
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
課
長
補
佐
（
津

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）

課
長
補
佐
（
津
波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
係
長
（
津
波
減

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

災
・
危
機
管
理
担
当
）

係
長
（
津
波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部
主
席
（
津
波
減

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

災
・
危
機
管
理
担
当
）

主
席
（
津
波
減
災
・
危
機
管
理
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
副
部

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

長

副
部
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
次
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

次
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉



補
佐
（
総
務
企
画
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
総
務
企
画
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

補
佐
（
県
民
生
活
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
県
民
生
活
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

補
佐
（
県
税
担
当
）

課
長
補
佐
（
県
税
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
主
査

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

兼
係
長
（
県
税
担
当
）

主
査
兼
係
長
（
県
税
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
係
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

（
総
務
企
画
担
当
）

係
長
（
総
務
企
画
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
係
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

（
県
税
担
当
）

係
長
（
県
税
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉
主
席

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

（
総
務
企
画
担
当
）

主
席
（
総
務
企
画
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

補
佐
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー

課
長
補
佐
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー

）

ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

補
佐
（
地
域
振
興
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
地
域
振
興
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

補
佐
（
県
南
誘
客
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
補
佐
（
県
南
誘
客
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉
係
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

係
長
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉
係
長

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

（
県
南
誘
客
担
当
）

係
長
（
県
南
誘
客
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
観
光
振
興
部
課
長
（
に
し
阿

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

波
観
光
戦
略
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
に
し
阿
波
観
光
戦
略
担
当
）
（
リ
ー
ダ

ー
）

西
部
総
合
県
民
局
観
光
振
興
部
課
長
補
佐
（
に

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

し
阿
波
観
光
戦
略
担
当
）

課
長
補
佐
（
に
し
阿
波
観
光
戦
略
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
観
光
振
興
部
係
長
（
に
し
阿

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

波
観
光
戦
略
担
当
）

係
長
（
に
し
阿
波
観
光
戦
略
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
政
策

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

調
査
幹

政
策
調
査
幹

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
企
画

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

幹
（
危
機
管
理
担
当
）

企
画
幹
（
危
機
管
理
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
次
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

次
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
危
機
管
理
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
危
機
管
理
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉



（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

補
佐
（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）

課
長
補
佐
（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
係
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

係
長
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー

）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
係
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

係
長
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
係
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）

係
長
（
に
し
阿
波
振
興
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
係
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
税
担
当
）

係
長
（
県
税
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
主
席

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

主
席
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
馬
〉
主
席

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
美
馬
〉

（
県
税
担
当
）

主
席
（
県
税
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
副
部

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

長

副
部
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

課
長
（
県
税
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
課
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

補
佐
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー
ダ
ー

課
長
補
佐
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）
（
リ
ー

）

ダ
ー
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
主
査

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

兼
係
長
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

主
査
兼
係
長
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
主
査

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

兼
係
長
（
県
税
担
当
）

主
査
兼
係
長
（
県
税
担
当
）

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
三
好
〉
主
席

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
〈
三
好
〉

（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

主
席
（
県
民
生
活
・
総
務
担
当
）

別
表
第
二

南
部
総
合
県
民
局
政
策
防
災
部

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
美
波
〉

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
阿
南
〉

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
防
災
部
〈
阿
南
〉

南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
部
〈
美
波
〉

南
部
総
合
県
民
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